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Ⅰ　はじめに
2007年に学校教育法が一部改正され，我が国の障

害児教育は「特殊教育」から「特別支援教育」への
転換が図られた．この転換により，障害のある幼児
児童生徒に対しては，盲・聾・養護学校や特殊学級
及び通級指導教室といった特別な教育の場で特別な
指導を行うといった考え方から，幼児児童生徒一人
一人の教育的ニーズに応じた支援が，全ての幼稚園，
小・中学校，高等学校においても必要であることが
示された．その結果，特別支援教育に関する「校内
委員会」の設置や「特別支援教育コーディネーター」
の指名等，各学校における特別支援教育の体制整備
は着実に進んできた．

特別支援教育制度創設と同じ時期である2006年に
開催された第61回国際連合総会において「障害者の
権利に関する条約」が採択され，2008年に発効する
こととなった．日本は2007年	9	月に同条約に署名す

るとともに，国内法の整備に着手し，2011年	8	月に
は障害者基本法を改正した．この法律改正を受け，
中央教育審議会初等中等教育分科会は，2012年	7	月
に「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ
ステム構築のための特別支援教育の推進（報告）」
を取りまとめた．この報告では，「共生社会の形成
に向けて，障害者の権利に関する条約に基づくイン
クルーシブ教育システムの理念が重要であり，その
構築のため，特別支援教育を着実に進めていく必要
がある」といった方向性のもと，就学相談・就学先
決定の在り方の改善，「合理的配慮」及び「基礎的
環境整備」の充実，学校間や関係機関との連携，「交
流及び共同学習」の推進，教職員の専門性の向上等
が示された．この報告を受け，2013年	9	月には，障
害のある子どもの就学先決定の仕組みに関する学校
教育法施行令が改正されるなど，特殊教育制度から
特別支援教育制度への大きな転換からわずか	6	年で
学校教育全体に大きな影響を及ぼす更なる制度転換
が進められつつある．

上野ら（2011）は，小学校教員がインクルーシブ
教育に対して，関心や必要性の認識等は高いものの，
知識が極端に不足していることを報告している．実
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際，学校現場においては，「インクルーシブ教育」
という名称は徐々に知られるようになってきている
ものの，「特別支援学校がやがてなくなり，全ての
子どもが通常の学級に在籍する」といった誤解や不
安が少なからずみられる現状もある．また，清水

（2012）が指摘するように「合理的配慮という法律
用語は，日本において馴染みがない」ため，これま
で我が国の学校で行ってきた障害のある幼児児童生
徒に対する教育上の工夫や配慮と合理的配慮とは，

「どのように違うのか」といった疑問や戸惑いの声
もあがっている．

そこで本研究では，学校の教職員が，これまでの
「特別支援教育」と新しい「インクルーシブ教育シ
ステム」に関する内容をどの程度理解しているのか
調査することにより，今後のインクルーシブ教育シ
ステム構築の方向性について検討することとした．

Ⅱ　対象と方法
1　対象

Ａ県の幼稚園・保育所，小学校，中学校，高等学
校，特別支援学校の教職員のうち，筆者が講師とし
て参加した研修会の参加者と，学校に直接依頼し承
諾が得られた432名を対象とした．

2　調査期間
2013年	7	月～ 9	月

3　調査内容
　1）回答者の属性

校種，職名，年代，教職等経験年数，特別支援教
育経験年数，特別支援教育への関心等について，該
当する選択肢により回答を求めた．

2）特別支援教育及びインクルーシブ教育システ
ムのキーワード

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ
ステム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（中
央教育審議会初等中等教育分科会，2012）の文中か
ら，筆者が22のキーワードを選出した（表	1）．そ
れぞれのキーワードについて，「名称を知っている
か，知らないか」を問い，知っている場合には，「内
容も良く知っている」，「内容も大体知っている」，「内
容は良く分からない」，「内容は全く分からない」の
いずれかを選択するよう求めた．

3）特別支援教育に関する情報の入手方法
特別支援教育に関する情報をどこで得ているかに

ついて，表	2	に示した10の選択肢を提示し，主なも
のを	3	つ以内で選択するよう求めた．

4　調査方法
筆者が講師として参加した研修会の参加者に対し

ては，研修会場で調査用紙を配布し，研修会開始前
に回答を求め，回答後すぐに回収した．また，学校
に直接依頼した教職員に対しては，筆者が調査用紙
を学校宛てに送付し，教職員が回答したものを学校
ごとに取りまとめて返送してもらった．

表	1　調査したキーワードの名称

①　共生社会
②　インクルーシブ教育システム　　　　　　　　　
③　特別支援教育
④　障害者の権利に関する条約
⑤　障害者基本法
⑥　教育的ニーズ
⑦　就学基準
⑧　就学指導委員会
⑨　教育支援委員会（仮称）
⑩　合理的配慮
⑪　個別の指導計画
⑫　個別の教育支援計画
⑬　基礎的環境整備
⑭　多様な学びの場
⑮　特別支援教育支援員
⑯　医療的ケア
⑰　特別支援学校のセンター的機能
⑱　域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）
⑲　交流及び共同学習
⑳　発達障害
�　特別支援学級
�　通級による指導

表	2　特別支援教育に関する情報収集先の選択肢

①　校（園）内の研修・会議
②　校（園）外の研修・会議
③　教員免許更新講習
④　免許法認定講習
⑤　自主研修
⑥　書籍
⑦　リーフレット等
⑧　マスコミ（新聞，テレビ，ラジオ等）
⑨　インターネット
⑩　その他（具体的に記述）
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5　回収状況及び分析方法
1）回収状況
得られた432名の回答のうち，記載に不備のあっ

た45名を除いた387名（89.6%）の回答を分析対象と
した．なお，表	3	には分析対象とした回答者の校種
と職名別を示した．

2）分析方法
分析に当たっては，「名称を知っている」と回答

したもののうち，「内容も良く知っている」を	4	点，
「内容も大体知っている」を	3	点，「内容は良く分か
らない」を	2	点，「内容は全く分からない」を	1	点

とした．また「名称を知らない」と回答したものを
0	点とした．さらに，質問した22のキーワードを，

「特別支援教育キーワード群」（主に，これまでの特
殊教育や特別支援教育の制度の中で使われてきた用
語）と，「インクルーシブ教育システムキーワード
群」（主に，「共生社会の形成に向けたインクルーシ
ブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

（報告）」以後に使われるようになった用語）の	2	群
に分類し（図	1），語群ごとに分析した．

平均値の比較には，対応のないｔ検定及び分散分
析を用いた．多重比較検定にはScheffe法を適用し

図	1　回答者全体によるキーワードごとの平均点（Ｎ＝387）

表	3　分析対象とした回答者の属性（Ｎ＝387）

職名別
校種 人数 校長・園長・教頭・副園長 教諭・講師・養護教諭・保育士
幼稚園・保育所 52名 6 46
小学校 101 11 90
中学校 75 17 58
高等学校 91 5 86
特別支援学校 68 0 68
　　 計 387 39 348

Akita University



秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要92

た．統計学的有意はいずれもｐ値が.05未満と定義
した．

Ⅲ　結果
1　キーワードの認知度

1）回答者全体の状況
回答者全体によるキーワード全体の平均点は2.52

点であった．語群ごとの平均点では，特別支援教育
キーワード群が2.90点，インクルーシブ教育システ
ムキーワード群が1.98点であった．キーワードごと
の平均点を図	1	に示した．平均点が	3	点以上だった
キーワードは，特別支援教育キーワード群では，「特
別支援学級」（3.38点），「特別支援教育」（3.31点），「発
達障害」（3.30点），「個別の指導計画」（3.25点），「個
別の教育支援計画」（3.12点），「通級による指導」（3.07
点），「特別支援教育支援員」（3.00点）の	7	つであっ
た．一方，インクルーシブ教育システムキーワード
群では平均点が	3	点以上のキーワードはなく，最も
点数が高かったのが「共生社会」（2.74点）であった．

平均点が	2	点未満だったキーワードは，特別支援
教育キーワード群では一つもなく，インクルーシブ
教育システムキーワード群では「域内の教育資源の
組合せ（スクールクラスター）」（1.15点），「教育支
援委員会（仮称）」（1.62点），「合理的配慮」（1.65点），

「障害者基本法」（1.99点）の	4	つであった．

2）校種による比較
表	4	に，校種別に比較した結果を示した．キーワー

ド全体では，特別支援学校が3.11点で最も高く，小
学校（2.74点），中学校（2.56点），幼稚園・保育所

（2.20点），高等学校（1.99点）の順となった．分散
分析の結果，特別支援学校での認知度が他の校種に
比べ有意に高かった．また，小学校と中学校は，そ
れぞれ幼稚園・保育所と高等学校に対しては有意に
高かったが，双方では差が認められなかった．

次に，特別支援教育キーワード群では，特別支援
学校が3.45点で最も高く，小学校（3.20点），中学校

（2.99点），幼稚園・保育所（2.55点），高等学校（2.28
点）の順となった．分散分析の結果，特別支援学校
での認知度が幼稚園・保育所，中学校及び高等学校
に対し有意に高かったものの，小学校に対しては差
が認められなかった．小学校と中学校は，それぞれ
幼稚園・保育所と高等学校に比べ有意に高かったが，
双方の間では差が認められなかった．

一方，インクルーシブ教育システムキーワード群
では，特別支援学校が2.62点で最も高く，小学校（2.08
点），中学校（1.95点），幼稚園・保育所（1.69点），
高等学校（1.57点）の順となった．分散分析の結果，
特別支援学校での認知度が他の校種に比べ有意に高
かった．小学校は，幼稚園・保育所及び高等学校に
対しては有意に高かったものの，中学校に対しては

表	4　校種による比較（Ｎ＝387）

群 校　種 人数 M (SD) 多重比較
キーワード全体 幼稚園・保育所 	52 2.20（.68） 特別支援学校＞幼・保＊＊，小＊＊，中＊＊，高＊＊

小学校 101 2.74（.47） 小学校＞幼・保＊＊，高＊＊

中学校 	75 2.56（.56） 中学校＞幼・保＊，高＊＊

高等学校 	91 1.99（.73）
特別支援学校 	68 3.11（.43）

特別支援教育 幼稚園・保育所 	52 2.55（.67） 特別支援学校＞幼・保＊＊，中＊＊，高＊＊

キーワード群 小学校 101 3.20（.44） 小学校＞幼・保＊＊，高＊＊

中学校 	75 2.99（.52） 中学校＞幼・保＊＊，高＊＊

高等学校 	91 2.28（.72）
特別支援学校 	68 3.45（.48）

インクルーシブ 幼稚園・保育所 	52 1.69（.81） 特別支援学校＞幼・保＊＊，小＊＊，中＊＊，高＊＊

教育システム 小学校 101 2.08（.63） 小学校＞幼・保＊，高＊＊

キーワード群 中学校 	75 1.95（.72） 中学校＞高＊

高等学校 	91 1.57（.82）
特別支援学校 	68 2.62（.53）

＊ｐ＜.05			＊＊ｐ＜.01
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差が認められなかった．中学校は，高等学校に対し
て有意に高かったものの，幼稚園・保育所と小学校
に対して差は認められなかった．

3）管理職員と一般職員との比較
回答者を，管理職員（校長・教頭・園長・副園長）

と一般職員（教諭・講師・養護教諭・保育士）とに
分けて比較した結果を表	5	に示した．キーワード全
体では，管理職員の平均点が2.83点で一般職員の2.49
点を上回り，管理職員の認知度が一般職員に比べて
有意に高いことが明らかとなった．また，語群ごと
の比較においても，特別支援教育キーワード群，イ
ンクルーシブ教育システムキーワード群ともに，管
理職員の認知度が有意に高かった．

4）特別支援教育への関心による比較
特別支援教育への関心と認知度との関係について

検討した結果を表	6	に示した．キーワード全体では，
特別支援教育への関心が「大いにあり」と回答した
群が2.88点で最も高く，次いで「まずまずあり」の

群が2.33点，「あまりない」の群が1.84点であった．「全
くない」と回答した者はいなかった．分散分析の結
果，キーワード全体及び語群ごとの比較において，
特別支援教育への関心が高いほどキーワードの認知
度も有意に高くなることが明らかとなった．

5）特別支援教育の経験による比較
　小学校と中学校の教職員を対象に，特別支援学級
や通級による指導等，特別支援教育に携わった経験
と認知度との関係について検討した註）（表	7）．その
結果，キーワード全体と特別支援教育キーワード群
においては，特別支援教育の経験がある教職員の認
知度は，経験のない教職員に比べて有意に高かった
ものの，経験年数による差はみられなかった．一方，
インクルーシブ教育システムキーワード群では，経
験年数だけでなく，経験の有無においても差はみら
れなかった．

表	5　管理職員と一般職員との比較（Ｎ＝387）

群 職　種 人　数 M (SD) 対応のないｔ検定
キーワード全体 管理職員  39 2.83（.36） 管理職員＞一般職員＊＊

一般職員 348 2.49（.49）
特別支援教育キーワード群 管理職員  39	 3.23（.33） 管理職員＞一般職員＊＊

一般職員 348 2.86（.51）
インクルーシブ教育システム 管理職員  39 2.26（.52） 管理職員＞一般職員＊

キーワード群 一般職員 348 1.95（.63）
＊ｐ＜.05			＊＊ｐ＜.01

表	6　特別支援教育への関心による比較（Ｎ＝387）

群 関　心 人　数 M (SD) 多重比較
キーワード全体 大いにあり 167 2.88（.59） 大いにあり＞まずまずあり＊＊，あまりない＊＊

まずまずあり 182 2.33（.60） まずまずあり＞あまりない＊＊

あまりない 38 1.84（.71）
全くない 0

特別支援教育 大いにあり 167 3.26（.60） 大いにあり＞まずまずあり＊＊，あまりない＊＊

キーワード群 まずまずあり 182 2.71（.61） まずまずあり＞あまりない＊＊

あまりない 38 2.19（.75）
全くない 0

インクルーシブ 大いにあり 167 2.34（.71） 大いにあり＞まずまずあり＊＊，あまりない＊＊

教育システム まずまずあり 182 1.78（.71） まずまずあり＞あまりない＊＊

キーワード群 あまりない 38 1.35（.77）
全くない 0

＊＊ｐ＜.01
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3　特別支援教育に関する情報の入手先
　特別支援教育に関する情報の入手先として回答者
が選択した結果を図	2	に示した．「校（園）外研修・
会議」を選択した教職員が74.2%と最も多く，次い
で「校（園）内研修・会議」が68.7%，「書籍」が
40.1%と続いた．また，「インターネット」や「マ
スコミ」，「自主研修」，「リーフレット等」を選択し
た教職員が一定数みられた．さらに，8.3%の教職
員が「教員免許更新講習」をあげていた．

Ⅳ　考察
1　特別支援教育制度がもたらした成果

全体を概括すると，特別支援教育キーワード群に
対する認知度がインクルーシブ教育システムキー
ワード群に比べて高いことが明らかとなった．これ
は，特別支援教育キーワード群のキーワードがこれ
まで学校等の現場で日常的に使われてきたことに加
え，2007年の学校教育法改正にともない，全ての学
校種において特別支援教育が推進されてきた成果と
言えるであろう．

図	2　特別支援教育に関する情報の入手先（Ｎ＝387）

表	7　特別支援教育の経験による比較（Ｎ＝176）

群 経　験 人　数 M (SD) 多重比較
キーワード全体 経験なし 80 2.51（.52） 10年以下＞経験なし＊

10年以下 74 2.75（.48） 11～20年＞経験なし＊＊

11～20年 16 2.98（.48）
21年以上 6 2.89（.36）

特別支援教育 経験なし 80 2.95（.51） 10年以下＞経験なし＊

キーワード群 10年以下 74 3.20（.44） 11～20年＞経験なし＊＊

11～20年 16 3.46（.36）
21年以上 6 3.26（.40）

インクルーシブ 経験なし 80 1.87（.63）
教育システム 10年以下 74 2.11（.68）
キーワード群 11～20年 16 2.29（.76）

21年以上 6 2.35（.42）
＊ｐ＜.05			＊＊ｐ＜.01
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文部科学省（2013）の「特別支援教育体制整備状
況調査結果」によると，全国の公立幼稚園・小学校・
中学校・高等学校における「個別の指導計画」の作
成率は，2006年度の32.5%から2012年度には80.7%
へ，同じく「個別の教育支援計画」では2006年度の
17.1%から2012年度には64.3%へと大幅に上昇して
いる．本調査において「個別の指導計画」や「個別
の教育支援計画」に対する認知度が高かったのは，
とりもなおさず特別支援教育体制の整備の進展によ
るところが大きいものと考えられる．

校種別の比較では，当然のことながら特別支援学
校の理解が最も進んでいたが，これを除くと，小学
校と中学校の理解が進み，幼稚園・保育所と高等学
校が遅れているという結果となった．この理由とし
て，小・中学校には特別支援学級や通級による指導
等，従前から特別な教育の場が学校に設置されてい
たという環境的な要因に加え，特別支援教育体制の
整備に取り組んできた歴史の長さ等の要因があげら
れよう．前述した文部科学省（2013）の調査結果で
は，「小・中学校に比べて幼稚園・高等学校は依然
として体制整備に遅れが見られる」としながらも，

「全体として体制整備が進んでいる状況がうかがえ
る」と報告されている．今後も，特別な教育的ニー
ズのある幼児児童生徒に対する支援や特別支援教育
体制の整備を通して，インクルーシブ教育システム
構築に関する教職員の理解や意識の向上が図られて
いくものと期待される．

2	 インクルーシブ教育システム構築に向けた今後
の方向性

1）「共生社会の形成」の視点に基づくインクルー
シブ教育システムの構築

中央教育審議会報告（2012）によると，インクルー
シブ教育システムの構築は「共生社会の形成」のた
めとされている．つまり，インクルーシブ教育シス
テムは，障害の有無を超えた共生社会の実現を目指
し，障害のある幼児児童生徒の平等の権利を学校教
育で保障するシステムである．したがって，インク
ルーシブ教育システムの理解を推進するうえで，「共
生社会」に関する理解は欠くことのできないもので
あると言えよう．

小学校及び中学校の「学習指導要領解説道徳編」
（2008）では，「生きる力」として必要とされる「豊
かな人間性」の中に，「他者との共生や異なるもの

への寛容などの感性」をあげている．また，添田
（2012）は，「共生」という概念が学習指導要領の教
科・領域において広く使われていることに着目する
とともに，特別活動が共生社会を担う資質の育成に
おいて重要な役割を果たしていることを指摘してい
る．

このように，本調査で，「共生社会」の認知度が
インクルーシブ教育システムキーワード群で最も高
く，キーワード全体でも上位に位置したのは，「共
生」という言葉が特別支援教育のみならず学校教育
の様々な教科・領域等で取り上げられているからで
あろう．

本間（2003）は「人間社会に限って言えば多様な
人々がいるという事，そして彼らの存在なくして今
の自己というものを肯定できないという事を受け入
れて初めて，真の共生社会を実現する事が可能にな
る」と述べ，「子供，老人，男女，白人，黒人，障
害者，外国人．多様な人々がいて，初めて私たちは
自己を定義する事ができる．すなわち多様性こそが
自己のアイデンティティの根源」であると指摘して
いる．このことから，インクルーシブ教育の目的で
ある「共生社会の形成」は，幼児児童生徒にとって
障害者や特別支援教育に対する理解だけでなく，自
らの未来や社会を切り拓くためにも必要な理念と言
えよう．幼児児童生徒に涵養すべき重要な理念であ
ることから，まずもって教職員が「共生社会の形成」
という視点に立ち，インクルーシブ教育システムに
対する理解と意識向上を図っていくことが求められ
ている．

2）インクルーシブ教育システムの理念と方向性
の理解

本調査では，インクルーシブ教育システムキー
ワード群の認知度が，特別支援教育キーワード群に
比べ顕著に低いことが明らかとなった．韓ら（2013）
が「教育現場のみならず，行政や研究者の間におい
ても，インクルーシブ教育の理念やシステムに対す
る理解が曖昧なままになっている」と指摘するよう
に，学校現場においては「インクルーシブ教育によ
り，特別支援学校や特別支援学級がなくなるのでは
ないか」，また「就学先は本人・保護者の希望で決
定される」といった誤解や混乱が少なからず生じて
いる状況がある．

中央教育審議会（2012）は，「インクルーシブ教
育システムにおいては，同じ場で共に学ぶことを追
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求する」とともに，幼児児童生徒に対して「その時
点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供で
きる，多様で柔軟な仕組みを整備することが重要で
ある」として，「小・中学校における通常の学級，
通級による指導，特別支援学級，特別支援学校といっ
た，連続性のある『多様な学びの場』を用意してお
くことが必要である」との方向性を示している．ま
た，就学先の決定については，「本人・保護者の意
見を最大限尊重」しつつ，「市町村教育委員会が総
合的な観点から決定することが適当である」と示さ
れており，学校教育法施行令の改正もすでに行われ
ている．

文部科学省には，日本のインクルーシブ教育は，
これまで整備してきた「多様な学びの場」といった
システム全体で機能させていくという方向性を丁寧
に説明し，学校現場や教育関係者の混乱を解消する
ことが求められよう．その中でも，本調査において
特に認知度が低かった「合理的配慮」や「教育支援
委員会（仮称）」，「域内の教育資源の組合せ（スクー
ルクラスター）」等，学校現場と密接に関連する理
念や制度に対する理解を推進していくことが是非と
も必要である．

3）「交流及び共同学習」の更なる推進
インクルーシブ教育システムの構築に関し，忘れ

てならないのは障害者基本法にも規定されている
「交流及び共同学習」の更なる推進であろう．1979
年の「心身障害児理解推進校」の指定以降，障害の
ある子どもと障害のない子どもの交流教育は長年に
わたり続けられてきたにもかかわらず，キーワー
ドの認知度は2.71点と十分と言える状況ではなかっ
た．また，「交流及び共同学習」をインクルーシブ
教育システムの構築といった文脈で捉えたとき，幼
児児童生徒の居住地域の学校との交流及び共同学習
の推進が一層重要になるであろう．東京都や埼玉県，
横浜市などいくつかの自治体では，「副籍」，「支援
籍」，「副学籍」といった名称で居住地校交流が進め
られてきている．今後，居住地校交流の推進といっ
た観点から「交流及び共同学習」の意義が理解され，
実践が積み重ねられていくことが求められる．

4）全教職員参加型インクルーシブ教育システム
の構築

管理職員と一般職員との比較により，管理職員の
理解が進んでいることが明らかとなった．その理由
として，第一に，管理職員の特別支援教育に関する

研修受講率が高いということがあげられよう．文部
科学省（2013）の調査によると，全国の国公私立学
校教員の特別支援教育に関する研修受講率は，教員
全体では72.1％であるのに対し，管理職員は85.2％
に上っている．本調査の結果にもこのことが大きく
影響を及ぼしているものと推察される．

第二の理由として，学校評価制度の導入があげら
れよう．小学校設置基準及び中学校設置基準が制定
された2002年以降，文部科学省は学校評価の充実を
目指し「学校評価ガイドライン」を作成し，改訂を
重ねている．その中には，評価の項目，指標を設定
する際の例として特別支援教育があげられている．
このことにより，学校運営の主体者である管理職員
にとって，特別支援教育は学校を運営する上での重
要な要素として意識されるようになってきたことが
うかがえる．

清水（2013）が，「障害児，ニーズ児，通常の子
どもたちが協働・共生者として育つのに重要な役割
を果たすのは教師である．教師は新しい価値観の学
校内確立に尽力しなければならない．その点で，教
師以上に重要な役割とリーダーシップが求められる
のが校長である」と指摘するように，学校文化の新
たな転換とも言えるインクルーシブ教育システム構
築のためには，管理職とりわけ校長のリーダーシッ
プが大いに求められることになる．

また，本調査では，特別支援教育への関心の程度
が，インクルーシブ教育システムの理解に大きく影
響していることも明らかとなった．特別支援教育は，
全ての学校・学級において必要であるという理念の
もと創られた教育制度である．「インクルーシブ教
育システム構築のためには，特別支援教育の推進が
必要である」という考え方からすれば，特別支援教
育を全ての学校・学級で更に推し進めていくことが
必要とされる．そのためには，特別支援教育への関
心の程度にかかわらず，全ての教職員が特別な教育
的ニーズのある幼児児童生徒の支援に関する一定水
準（Certain	Level）の知識・技能を有することが
必須となる．

一方，特別支援教育の経験の有無に関しては，特
別支援教育キーワード群では差が認められたもの
の，インクルーシブ教育システムキーワード群では
認められなかった．つまり，特別支援教育の経験者
においても，インクルーシブ教育システムへの意識
の転換が図られていない状況にあるものと推察され
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る．特別支援教育の経験者は，全教職員参加による
インクルーシブ教育システム構築のキーパーソンと
して，意識の転換や理解推進に積極的に努めていく
ことが求められよう．

5）理解推進のための方策と今後の方向性
本調査でも明らかとなったように，教職員の特別

支援教育に関する理解を進めていくためには，まず
もって校内外の研修の充実が必要と言えよう．各学
校においては，インクルーシブ教育システムが全て
の校種にかかわる教育制度改革であるといった状況
に鑑み，校内研修の実施や校外への研修派遣を一層
進めていくことが求められる．

一方，文部科学省では2013年度「特別支援学校の
センター的機能充実事業」を開始した．これまで特
別支援学校のセンター的機能については，特別支援
学校学習指導要領や「特別支援教育の推進について

（報告）」（2007）等に示されていたものの，その実
施については各特別支援学校やその設置者の自助努
力に委ねられる状況にあった．このたびの事業化は，
文部科学省が特別支援学校のセンター的機能をこれ
まで以上に積極的に推進するという姿勢を示したも
のと解釈できよう．したがって特別支援学校は，「域
内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）」の
中核としてコーディネーター機能や障害のある幼児
児童生徒への指導・支援機能を拡充するとともに，
自校の役割に関する情報を積極的に発信していくこ
とが求められている．

また，本調査では，教員免許更新講習の機会に特
別支援教育に関する情報を得ている教職員が少なか
らずみられた．したがって，大学や教育委員会等が
一体となってインクルーシブ教育システムに関する
研修の機会を拡充していくことを提案したい．

Ⅴ　おわりに
日本におけるインクルーシブ教育システムは「障

害者の権利に関する条約」の批准により，スタート
を切ったばかりである．インクルーシブ教育システ
ムの構築には，これまでの特殊教育や特別支援教育
で培ってきた専門性を担保しつつ，普通教育制度の
大きな転換が求められるだけに相当の時間と労力が
必要になるであろう．そのためには，「共生社会の
形成」といった理念のもと，学校関係者のみならず，
地域の人々も巻き込んだマインドの醸成や，日本の
教育文化とのマッチングも必要であり，幅広い理解

推進と条件整備，そして実践や研究の蓄積が求めら
れよう．その一環として，本調査を今後とも定期的・
継続的に実施していきたい．
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註
比較対象を小学校と中学校にした理由は，特別支

援学校教職員は全員が特別支援教育の経験者となる
が，幼稚園・保育所及び高等学校では経験者が極端
に少ないため，結果から学校種による影響を除くた
めである．
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Summary
Under	 this	 study,	 an	 awareness	 survey	 of	

teaching	staff	regarding	keywords	related	to	special	
needs	education	and	inclusive	education	system	was	
conducted	to	explore	into	the	directions	in	building	
the	 inclusive	education	system	 in	the	 future.	The	
findings	 showed	 that	 an	awareness	 level	 of	 the	

keyword	 "inclusive	 education	 system"	was	 low	
compared	to	"special	needs	education".	Furthermore,	
awareness	was	 influenced	by	the	types	of	school,	
positions	 in	schools	and	 interest	 level	 for	special	
needs	 education.	The	 results	 revealed	 that	 the	
teaching	staff	needs	to	gain	accurate	understanding	
of	 the	 inclusive	 education	 system	and	 to	 view	
the	 issue	 from	 the	perspective	 of	 "development	
of	a	symbiotic	society	 in	which	persons	with	and	
without	disabilities	can	live	together."	Improvement	
and	expansion	of	training	programs	is	also	proposed	
for	 all	 teaching	 staff	members	 to	 enable	 them	
to	gain	a	certain	 level	of	knowledge	and	skills	 in	
support	 of	 students	 and	 schoolchildren	needing	
special	educational	needs.

Key Words	:	Inclusive	education	system,	 teaching	
staff,	keywords,	awareness
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